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外
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定
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込
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条
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条
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改
正
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条
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○
山
梨
県
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惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

規

則

○
山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
一
号
）
（
行
政
経
営
管
理

課
）

1
　
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
条
項
又
は
用
語
を
引
用
す
る
規
定

の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
一
部
を
除
き
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号
）
（
林
業
振
興

課
）

1
　
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
法
令

の
条
項
又
は
用
語
を
引
用
す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
下
水
道
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
三
号
）
（
下
水
道
室
）

1
　
下
水
道
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
条
項
を
引
用
す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）
（
警
察
本
部
生
活

安
全
企
画
課
）

1
　
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
条
項
を
引
用

す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
一
号

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
五
十
八
号
。
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

第
十
一
項
及
び
」
に
、
「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
」
に
、
「
第
二
条
第

三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
保
護

法
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
十
九
条
第
七
号
」
を
「
第
十
九
条
第
八
号
」
に
、
「
同
条
第
八
号
」
を
「
同
条

第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
」
に
、
「
第
四

章
」
を
「
第
五
章
第
四
節
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
号
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
号
、
第
三
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三

年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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山
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県
公
報
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第
二
十
九
号
　
　
令
和
三
年
八
月
二
十
四
日

二

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
九
号

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
三
年
八
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
十
九
条
第
七
号
」
を
「
第
十
九
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
号

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
二
十
五
条
の
十
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号

山
梨
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
（
平
成
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
四
項
中
「
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
脱
炭

素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
下
水
道
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号

山
梨
県
下
水
道
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
下
水
道
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
七
条
中
「
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号

山
梨
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。


